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第 1回推進協議会以降の検討状況 

５月１９日（金）に開催した第１回推進協議会以降、重点整備地区別計画の策定に向けて、

まち歩きワークショップにより抽出した課題を踏まえて、各事業者との具体的な特定事業設定

に向けた検討を進めてきました。（策定の流れ：資料２素案 p３） 

 

１．事業者説明会 （6月 9日（金）） 

地区別計画の策定にあたり、今年度の策定予定地区である山の手地域における生活関連施設の施

設設置管理者となる事業者を対象として、バリアフリー基本構想について説明したうえで、事業の

設定に向けた検討の流れなどについて意見交換の場を設け、協力を依頼しました。 

また、昨年度地区別計画を策定した都心地域・下町隣接地域の生活関連施設の施設設置管理者に

該当する事業者を含め、特定事業を設定した後の進捗管理の進め方や文京区バリアフリー推進事業

費補助金の活用などについても説明を行いました。 

 

２．事業者への課題の提示及び特定事業の設定に向けた調整 

まち歩きワークショップ参加者からの指摘事項や過年度の地域懇談会等での意見、並びに文京区

バリアフリー基本構想で定めた「移動等円滑化に関する事項」（資料２素案 p８６～p１００にも

記載）について、特定事業の設定対象となりうるすべての事業者に提示し、対応について検討して

いただきました。 

その中でも、生活関連経路の管理者である国道、都道、区道の道路管理者においては、意見交換

の場を設定し、各道路管理者のバリアフリー整備の考え方や対策案などについて、課題や情報の共

有化を図りました。 

現在は各事業者からの回答を踏まえて、地区別計画に掲載する特定事業の案の調整を進めてお

り、現時点で了承を得られている内容を素案に掲載しています。 

  

資料１ 
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図 特定事業検討の流れ 

 

各事業者に提示した、事業検討依頼のフォーマットイメージを次ページに示します。 

 

 

検討依頼事項の整理 

区民意見 

（まち歩き・地域懇談会など） 

区 

バリアフリー基本構想で定める 

移動等円滑化に関する事項 

特定事業の検討 

検討依頼事項の提示、対応方針の検討依頼 7月中旬 

特定事業内容や実施時期の検討依頼 

区→事業者 

対応方針の検討、回答 8月上旬 事業者→区 

9月上旬 区→事業者 

9月中旬～ 事業者⇔区 特定事業内容等の調整 
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検討依頼フォーマットイメージ 

 

 

【７月中旬に区から示します】 

区民意見を踏まえた検討依頼事項 

【8月上旬までにご回答いただきます】 

自主的に実施を検討する、又は 

実施予定のバリアフリー関連事業（任意回答） 

【8月上旬までにご回答いただきます】 

施設の現状と全体的なバリアフリーの方向性 

（必須回答） 

【9月上旬以降、区から示します】 

内容の詳細について、調整・修正をお願いします。 

【8月上旬までにご回答いただきます】 

関連する事業者との連携や、実施費用確保に関することなど 

（任意回答） 

【8月上旬までにご回答いただきます】 

（必須回答）※対応困難な場合も含め 

 


